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 河内長野市は、介護従事者等の優先接種を実施するため、介護保険事業所で構成される「ケアネ

ットワーク会議」が主体となり、市内の老人保健施設等にご協力いただき、高齢者等の接種とは別

の接種体制を構築します。 

このことにより、市内施設に在勤の介護従事者等への新型コロナワクチンの優先接種を、令和 3

年 6月中旬より開始します。 

また、６５歳未満の市民への接種券については、準備が整い次第、随時年齢順に発送を行う予定

です。 

 

【１】実施体制 

① 接種対象者 市内の介護事業所（226箇所）及び障がい者事業所等（133箇所） 

延べ 359箇所 

② 接種場所  老人保健施設等（3施設）及び診療所（1施設）の計４施設 

      （医師及び看護師は、老人保健施設等で従事している職員を中心に確保） 

③ ワクチン  ファイザー社製を使用 

 

【２】６５歳未満の市民への接種券の発送時期について 

６５歳未満の方の接種券の発送については、下記の通り、接種券の発送日と接種予約開始日を年齢等

により分けています。 

対象年齢 
接種券発送 

予定時期 

接種開始時期 

基礎疾患がある方、介護従事者等 一般 

60～64歳 ６月中 

準備出来次第 
届き次第、接種可能 

50～59歳 7/5 

届き次第、接種可能 

原則、8月以降 

（8月号広報、HP

に掲載します。） 

40～49歳 7/12 

30～39歳 7/19 

16～29歳 7/26 

12～15歳 未定 

 

問い合わせ：河内長野市 市民保健部 健康推進課  TEL:0721-53-1111 
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